
 

  

第１５回情報公開委員会検討部会議事概要 

平成２４年１０月１８日 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 
 

１．日  時   平成２４年６月８日（金） １４：００～１５：３０ 

 

２．場  所   八重洲ダイビル 第一会議室 
      （東京都中央区京橋１－１－１） 

 

３．出席者   部会長   棟居 快行 大阪大学 大学院 高等司法研究科 教授 

委 員   碧海 酉癸 消費生活アドバイザー 

委 員   淺田 正彦 京都大学 大学院 法学研究科 教授 

委 員   高後 元彦 弁護士 

委 員   鈴木 秀美 大阪大学 大学院 高等司法研究科 教授 

委  員   山本 康典 日本原子力文化振興財団 フェロー 

 

４．議題及び配付資料  

（１）開示請求対応状況について 

  ①もんじゅが 1995 年に運転が始まってから、各年度の運転費（維持管理費）に関し

て、業務の委託先、契約方法と金額、業務内容に関する資料一式。 

過去５年間にわたり、これらの委託先から業務再委託を受けた企業又は団体、金額

に関する資料一式。-------------------------------------------[部会 15－1] 

②瑞浪超深地層研究所の立坑をシートで覆ったことに関する経緯と検討及び結果を

含み、保有するすべて。---------------------------------------[部会 15－2] 

③瑞浪市明世町月吉区正馬様用地内に屋外置きとしたボーリングコアの採取目的、

採取場所、採取時期などがわかるものすべて。屋外に置くと判断した際の文書す

べて。-------------------------------------------------------[部会 15－3] 

④ボーリングコアやウランを含んだズリの取扱いについての内規-----[部会15－4] 

⑤核燃料サイクル施設の事故発生確率などを記載した一切の資料-----[部会15－5] 

⑥福島県内における除染モデル実証事業に係るスクリーニング用テントハウスの賃

貸借における契約書-------------------------------------------[部会 15－6] 

⑦幌延深地層研究センターが発注した特定企業への契約及び警備、清掃の契約

-------------------------------------------------------------[部会 15－7] 

⑧日本原子力研究所東海研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に

係る設計及び工事の方法の許可申請書及びその一部補正-----------[部会 15－8] 

（２）異議申立ての答申について-------------------------------------[部会 15－9] 

（３）第１４回情報公開委員会検討部会議事概要について--------------[部会 15－10] 

（４）その他 

 



 

  

５．議事要旨 

（１）開示請求対応状況について 

   主管部署及び事務局から、資料（部会１５－１～部会１５－８）に基づき、開示

請求対応状況について説明があり、委員から以下の質問がなされた。 

[もんじゅが 1995 年に運転が始まってから、各年度の運転費（維持管理費）に関

して、業務の委託先、契約方法と金額、業務内容に関する資料一式。 

過去５年間にわたり、これらの委託先から業務再委託を受けた企業又は団体、金

額に関する資料一式。] 

（委員）契約書における契約金額は、どのような理由で開示となるのか。 

（機構）契約金額は、機構のホームページ等で慣行として公表されているため、不 

開示に該当しない。 

（委員）下請届において、個人の印影が開示となっていたり、不開示となっていた 

りするが、どのような基準で判断しているのか。 

（機構）機構においては、基本的に職員の氏名・印影については、個人情報として 

不開示としている。しかしながら、国立印刷局編の職員録に掲載されている 

ライン管理職については、慣行公表が認められているとして、開示をしてい 

る。 

   

[核燃料サイクル施設の事故発生確率などを記載した一切の資料] 

（委員）文書中に記載のデータの数値について、同じ数値であっても開示となって 

いたり、不開示となっていたりするが、どのような基準で判断しているのか。 

（機構）同じ数値であっても、一方は特定会社の情報としての数値であり、ノウハ 

ウと認められることから不開示とし、もう一方はすでに機構に報告がなされ 

た後であるため、機構の情報としての数値であることから、開示とした。 

 

（２）異議申立ての答申について 

事務局から、資料（部会１５－９）に基づき、異議申立ての答申について、報

告があり、確認がなされた。 
 

（３）第１４回情報公開委員会検討部会議事概要について 

事務局から、資料（部会１５－１０）に基づき、第１４回情報公開委員会検討

部会議事概要について、報告があり、確認がなされた。 

 

（４）その他 

   その他として、委員から以下の意見がなされた。 

 （委員）リスクコミュニケーション活動における不適切な表現について、新聞報道 

等がなされているが、機構においては、常に生活者目線に立って情報発信をし 

ていくことが大事である。また、過去に発信された情報も改めて確認するなど、 

適宜更新をしていってほしい。 

 （委員）検討部会で使用する参考資料については、限られたものしか確認できない 

ため、特に問題が大きくなる可能性があり、議論を要するところを適切に選ん 

で、準備して欲しい。 
 

以上 


